
 

 

令和４年３月３１日 

 水管理・国土保全局河川計画課 

山形県・熊本県・大分県で統計開始以来最大の被害 

～令和２年の水害被害額（確報値）を公表～ 

【１年間の水害被害額の概要】 

〇全国 約 6,600 億円   

〇都道府県別の水害被害額上位 3 県及び山形県の水害被害額は、以下のとおり。 

① 熊本県 （水害被害額：約 3,300 億円） 

② 福岡県 （水害被害額：約  630 億円）   

③ 大分県 （水害被害額：約  570 億円） 

○ 山形県 （水害被害額：約 350 億円）     

【主要な水害による水害被害額の概要】 

○令和２年７月豪雨（水害被害額：約 6,000 億円） 
（令和２年６月 30 日～７月 31 日に生じた豪雨による被害額） 

・九州南部地方、九州北部地方、東海地方及び東北地方の多くの地点で、24、48、72 時間

降水量が観測史上 1 位の値を更新するなど記録的大雨となり、河川の氾濫や土砂災害等

が発生した。 

・これらにより、死者 86 人、行方不明者 2 人※1、家屋の全壊約 2 千棟、半壊約 5 千棟、床上浸水

約 3千棟、床下浸水約 6千棟となった。 

※1 死者・行方不明者数は、「令和２年７月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 57 報）」（消防庁作成）の数値

を使用しており、風害等によるものを含む数値である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

球磨川

 

【 問い合わせ先 】 
水管理・国土保全局 河川計画課 篠田（内線：35312）、三澤（内線：35325） 

電 話 03-5253-8111 ／ 直 通 03-5253-8445 ／ ＦＡＸ 03-5253-1602 

最上川の氾濫状況（山形県大石田町） 

国土交通省では、昭和 36 年より、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）

による被害額等（建物被害額等の直接的な物的被害額等）を暦年単位でとりまとめています。 

令和２年の水害被害額（確報値）は、全国で約 6,600 億円となり、平成 23年～令和２年の過

去 10 カ年で４番目に大きい被害額となりました。 

また、都道府県別では、山形県、熊本県、大分県において、統計開始以来最大の被害額とな

りました。 

球磨
く ま

川の氾濫状況（熊本県人吉市） 

※ 山形県、熊本県、大分県は昭和 36 年の

統計開始以来最大の被害額 
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【１年間の水害被害額の概要】 

１． 水害被害額※2 

約 6,600 億円 

〔 内 訳 〕 

・一般資産等被害額        約 3,100 億円（構成比 47.0％） 

・公共土木施設被害額       約 3,400 億円（構成比 51.0％） 

・公益事業等被害額          約 130 億円（構成比 2.0％） 

計         約 6,600 億円 

 

（参考）１年間の水害被害額及び主要な水害による水害被害額 

 

 

※2水害被害額には、風害による被害、人的損失、交通機関のストップなどによる波及被害、被災した企業の部

品・製品供給機能、本社機能等が損なわれることによる他地域の企業への影響等に係るものは含まれていな

い。また、一般資産については被害額そのものを聞き取った結果ではない(調査方法については「参考：水害

統計調査の概要」を参照)。 

２． 水害被害の概要   

（１）被災建物棟数   約 17,000 棟 

〔内訳〕 ○全壊・流失  2,429 棟 ○半 壊   4,945 棟 

○床上浸水  2,994 棟  ○床下浸水   7,101 棟 

計   17,469 棟 

上記の他、地下部分が浸水した建物棟数は 21 棟 

（２）水害区域面積    約 20,000ha 

〔内訳〕 〇宅地・その他  4,524ha  〇農 地  15,536ha  

計   20,060ha 

上記の他、地下の水害区域面積は 0.4ha 
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３．都道府県別水害被害額 

        

 

  都道府県名 水害被害額   都道府県名 水害被害額 

1 北海道 4,489 25 滋賀県 14 

2 青森県 378 26 京都府 1,952 

3 岩手県 2,603 27 大阪府 560 

4 宮城県 254 28 兵庫県 1,267 

5 秋田県 3,906 29 奈良県 108 

6 山形県 34,649 30 和歌山県 2,366 

7 福島県 2,594 31 鳥取県 924 

8 茨城県 45 32 島根県 8,176 

9 栃木県 84 33 岡山県 1,990 

10 群馬県 1,960 34 広島県 10,857 

11 埼玉県 1,845 35 山口県 6,017 

12 千葉県 3 36 徳島県 428 

13 東京都 1,265 37 香川県 19 

14 神奈川県 728 38 愛媛県 6,549 

15 新潟県 2,037 39 高知県 5,933 

16 富山県 1,390 40 福岡県 63,145 

17 石川県 1,130 41 佐賀県 6,214 

18 福井県 244 42 長崎県 9,803 

19 山梨県 108 43 熊本県 329,094 

20 長野県 14,032 44 大分県 57,160 

21 岐阜県 38,102 45 宮崎県 6,597 

22 静岡県 5,748 46 鹿児島県 21,160 

23 愛知県 1,647 47 沖縄県 422 

24 三重県 1,888 合  計 661,887 
 

※四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

※太字は、令和２年の水害被害額が昭和 36年の統計開始以来最大の水害被害額となった

都道府県である。 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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（参考）都道府県別水害被害額図

３００　～　　　　億円

１００　～　３００億円 

  ５０　～　１００億円

　　　　～　  ５０億円

　　　凡　　　例

 
  



 4

【主要な水害による水害被害額の概要】 

１．令和２年７月豪雨による水害被害額等 

水 害 被 害 額 被 害 の 概 要 

約 6,000 億円 

（令和２年６月 30 日～

７月 31 日に生じた豪

雨による被害額） 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

約 3,000 億円 

公共土木施設被害額 

約 2,800 億円 

公益事業等被害額 

約 120 億円 

○死傷者数※3 死者 86 名 行方不明者 2名 負傷者 82 名 

○被災建物棟数 16,175 棟  ○水害区域面積 14,627ha 

【 気象概況 】 

・梅雨前線が西日本から東日本の広い範囲に停滞し、その活動が活

発となった7月7日から8日にかけて記録的な大雨となり、熊本県及

び鹿児島県等の7県に大雨特別警報が発表された。26日から29日に

かけては東北地方を中心に大雨となった 

・日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して

流れ込み、総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超

えたところがあり、九州南部、九州北部、東海、及び東北の多く

の地点で、24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えた。 

【 被害状況 】 

・令和２年７月豪雨による都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。 

① 熊本県 （約3,300億円） 

② 福岡県 （約  610億円） 

③ 大分県 （約  560億円） 

・国が管理する7水系10河川、県が管理する58水系193河川

で決壊等による氾濫が発生。全国各地で浸水被害が発生

し、多数の道路や鉄道が被災した。  

・今回の豪雨により、死者・行方不明者88名、約16,000棟

の建物が被災するなど極めて甚大な被害が発生した。 

・住宅や道路等のインフラへの被害に伴い、多数の避難者

や集落の孤立が発生した。 

・37府県で961件の土砂災害が発生。なお、このうち熊本

県の226件をはじめ、５県において50件以上の土砂災害

が発生した。 

 

※3 死傷者数は、「令和２年７月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 57 報）」（消防庁作成）の数値を使用して

おり、風害等によるものを含む数値である。 

 

球磨川堤防の破損状況（熊本県人吉
ひとよし

市） 

土砂災害の状況（大分県日田
ひ た

市） 

 



 5

【 参考：水害統計調査の概要 】 

１ 調査対象水害 

  調査対象としている水害は次の事象であり、その規模の大小を問わない。 

① 河川に係る洪水、内水、高潮等 

② 海岸に係る高潮、津波、波浪 

③ 土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊等      

２ 調査の概要 

  水害統計調査は、都道府県を通じて実施する次の３つの調査により構成している。 

 (１)一般資産水害統計調査 

 水害によって生じた一般資産の被害額等を把握するため、浸水深別被害建物棟数、被災世帯

数、被災事業所数等を調査する。なお、一般資産とは、以下の資産を指す。 

① 家屋 ② 家庭用品 ③ 農漁家資産 ④事業所資産 ⑤ 農作物  

(２)公共土木施設水害統計調査 

  水害によって生じた公共土木施設の被害額等を把握するため、被災施設、災害復旧査定額等

を調査する。なお、公共土木施設とは、国土交通省所管、都道府県所管及び市区町村所管の以

下の施設を指す。 

 ① 河川 ② 海岸 ③ 砂防設備 ④ 道路 ⑤ 港湾 ⑥ 下水道 ⑦ 公園 等 

(３)公益事業等水害統計調査 

   水害によって生じた公益事業等施設の被害額等を把握するため、物的被害額、営業停止損失

額等を調査する。なお、公益事業等とは、以下の事業等を指す。 

① 鉄道事業 ② 水道事業 ③ 電力株式会社 ④ ガス事業 等 

３ 被害額の算出方法 

  都道府県、市区町村等において調査し、国土交通省水管理・国土保全局に報告された一般資産

水害統計調査等の数値を基に、次の方法により、被害額を算出している。 

 (１)一般資産被害額 

 一般資産水害統計調査の調査結果である浸水深別被害建物棟数等の数値を基に、被害率等の

係数を用いて、次のような計算式により「建物被害額」、「家庭用品被害額」、「事業所資産被害

額」等を算出している。なお、農作物の被害額は、各都道府県からの報告額を合計し、算出し

ている。 

《 被害額の計算式：例 ※4》 

 ・家屋被害額＝浸水深別・勾配別被災家屋延床面積×都道府県別家屋１㎡当たり評価額 

×浸水深別・勾配別被害率 

 ・家庭用品被害額＝浸水深別被災世帯数×１世帯当たり家庭用品所有額×浸水深別被害率 

 ・事業所資産被害額＝浸水深別・産業分類別被災事業所従業者数×（産業分類別事業所従業者１

人当たり償却資産評価額×浸水深別償却資産被害率＋産業分類別事業所

従業者１人当たり在庫資産評価額×浸水深別在庫資産被害率）   

  ※4 被害額の計算で用いている「都道府県別家屋１㎡当たり評価額」等の単価については、別途公表の「各種資産
評価単価及びデフレーター 令和４年３月」を参照。 

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/shisan_r3.pdf 

(２)公共土木施設被害額 

  公共土木施設水害統計調査の報告額（地方単独事業の災害復旧事業費）の合計に、補助事業

及び直轄事業の災害復旧事業費を加算し、算出している。 

(３)公益事業等被害額 

公益事業等水害統計調査の報告額（物的被害額及び営業停止損失額）を合計し、算出してい

る。営業停止損失額は、営業停止によって生じた売上減少額（水害が発生しなかったとした場

合に通常期待される売上額を基準として算定）を計上しているが、公益事業等によっては、貨

幣換算化が困難であること等の理由により、公益事業等被害額に計上されていない場合があ

る。             
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４ 調査の実施フロー 
 
 

 


